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に
関
す
る
科

目
等
の
単
位
修
得
方
法
の
一
部
改
正

(

教
職
員
課)

…

�

告

示

青
森
県
告
示
第
二
百
三
十
八
号

公
有
水
面
埋
立
法

(

大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号)

第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成

二
十
三
年
三
月
八
日
次
の
と
お
り
公
有
水
面
の
埋
立
て
の
承
認
を
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
十
六
日

八
戸
港
港
湾
管
理
者

青

森

県

代
表
者

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

承
認
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
名
称
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
氏
名

１

承
認
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
名
称

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
二
日
町
九
の
一
五

国
土
交
通
省
東
北
地
方
整
備
局

２

代
表
者
の
氏
名

国
土
交
通
省
東
北
地
方
整
備
局
長

徳
山

日
出
男

二

埋
立
区
域

１

位
置

八
戸
市
大
字
市
川
町
字
浜
二
番
一
六
、
二
番
一
〇
、
二
番
一
二
、
同
市
大
字
河
原
木
字
海
岸

三
番
三
、
三
番
一
及
び
三
番
四
の
地
先
公
有
水
面

２

区
域

次
の
地
点
の
う
ち
①
の
地
点
か
ら
⑥
の
地
点
ま
で
を
順
次
に
結
ぶ
平
成
九
年
八
月
二
十
七
日

付
け
青
森
県
指
令
第
二
八
六
九
号
の
免
許
に
係
る
埋
立
て
の
埋
立
区
域
と
公
有
水
面
と
の
境
界

線

(

Ｄ
・
Ｌ
プ
ラ
ス
一
・
二
七
七
メ
ー
ト
ル
に
よ
り
決
定)

、
⑥
の
地
点
か
ら
⑧
の
地
点
ま
で

を
順
次
結
ぶ
平
成
二
十
一
年
の
秋
分
の
満
潮
位

(

Ｄ
・
Ｌ
プ
ラ
ス
一
・
五
一
九
メ
ー
ト
ル)

に

お
け
る
公
有
水
面
と
既
設
突
堤
と
の
境
界
線
、
⑧
の
地
点
か
ら
⑭
の
地
点
ま
で
を
順
次
に
結
ん

だ
線
、
⑭
の
地
点
と
⑮
の
地
点
を
結
ぶ
県
有
地
と
公
有
水
面
と
の
境
界
線
及
び
①
の
地
点
と
⑮

の
地
点
を
結
ぶ
県
有
地
と
公
有
水
面
と
の
境
界
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

①
の
地
点

八
戸
市
大
字
市
川
町
字
長
七
谷
地
二
番
三
五
一
の
国
土
地
理
院
下
大
谷
三
等
三
角

点

(

北
緯
四
〇
度
三
四
分
三
九
・
〇
七
〇
二
秒
、
東
経
一
四
一
度
二
七
分
四
九
・

六
一
四
六
秒)

か
ら
八
三
度
四
四
分
五
一
秒
一
、
一
二
八
・
八
四
メ
ー
ト
ル
の
地

点

②
の
地
点

①
の
地
点
か
ら
六
四
度
四
〇
分
四
〇
秒
一
三
八
・
三
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

③
の
地
点

②
の
地
点
か
ら
三
三
四
度
四
〇
分
〇
〇
秒
四
・
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

④
の
地
点

③
の
地
点
か
ら
六
四
度
四
〇
分
四
〇
秒
五
六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点
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⑤
の
地
点

④
の
地
点
か
ら
一
五
四
度
四
〇
分
〇
〇
秒
四
・
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑥
の
地
点

⑤
の
地
点
か
ら
六
四
度
四
〇
分
〇
〇
秒
二
四
・
四
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑦
の
地
点

⑥
の
地
点
か
ら
一
五
六
度
一
八
分
四
二
秒
七
・
二
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑧
の
地
点

⑦
の
地
点
か
ら
六
六
度
一
九
分
五
五
秒
七
・
七
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑨
の
地
点

⑧
の
地
点
か
ら
一
五
四
度
四
〇
分
〇
〇
秒
六
〇
〇
・
九
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑩
の
地
点

⑨
の
地
点
か
ら
六
四
度
四
〇
分
〇
〇
秒
三
二
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑪
の
地
点

⑩
の
地
点
か
ら
一
五
二
度
一
七
分
〇
九
秒
五
三
一
・
二
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑫
の
地
点

⑪
の
地
点
か
ら
二
四
四
度
四
〇
分
〇
五
秒
五
七
九
・
九
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑬
の
地
点

⑫
の
地
点
か
ら
三
三
四
度
三
二
分
五
二
秒
七
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑭
の
地
点

⑬
の
地
点
か
ら
二
四
四
度
三
九
分
〇
三
秒
二
五
・
〇
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑮
の
地
点

⑭
の
地
点
か
ら
三
三
五
度
四
二
分
五
一
秒
四
五
〇
・
八
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

３

面
積

四
五
七
、
九
八
五
・
一
五
平
方
メ
ー
ト
ル

三

埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域

１

位
置

八
戸
市
大
字
市
川
町
字
浜
二
番
一
六
、
二
番
一
〇
、
二
番
一
二
、
同
市
大
字
河
原
木
字
海
岸

三
番
三
、
三
番
一
、
三
番
四
及
び
三
八
番
二
の
地
内
、
同
市
大
字
市
川
町
字
浜
二
番
一
六
、
二

番
一
〇
、
二
番
一
二
、
同
市
大
字
河
原
木
字
海
岸
三
番
三
、
三
番
一
、
三
番
四
、
三
九
番
及
び

三
八
番
二
の
地
先
公
有
水
面
、
平
成
九
年
八
月
二
十
七
日
付
け
青
森
県
指
令
第
二
八
六
九
号
の

免
許
に
係
る
埋
立
て
の
埋
立
区
域
の
一
部
並
び
に
同
市
大
字
河
原
木
字
海
岸
三
九
番
及
び
三
八

番
二
に
接
す
る
土
地
の
一
部

２

区
域

次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
�
の
地
点
と
コ�
の
地
点
と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま

れ
た
区
域

�
の
地
点

八
戸
市
大
字
市
川
町
字
長
七
谷
地
二
番
三
五
一
の
国
土
地
理
院
下
大
谷
三
等
三
角

点

(

北
緯
四
〇
度
三
四
分
三
九
・
〇
七
〇
二
秒
、
東
経
一
四
一
度
二
七
分
四
九
・

六
一
四
六
秒)

か
ら
七
八
度
五
五
分
五
〇
秒
一
、
〇
九
二
・
〇
三
メ
ー
ト
ル
の
地

点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
六
四
度
四
〇
分
〇
〇
秒
四
三
四
・
七
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
一
五
四
度
四
〇
分
〇
〇
秒
五
〇
八
・
三
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
六
四
度
四
〇
分
〇
〇
秒
三
一
一
・
八
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
一
五
二
度
一
七
分
〇
九
秒
八
三
一
・
四
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

カ�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
二
四
四
度
四
〇
分
〇
〇
秒
二
〇
三
・
二
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

キ�
の
地
点

カ�
の
地
点
か
ら
三
三
四
度
三
九
分
五
〇
秒
五
七
・
九
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ク�
の
地
点

キ�
の
地
点
か
ら
二
四
四
度
四
〇
分
〇
〇
秒
六
一
九
・
二
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ケ�
の
地
点

ク�
の
地
点
か
ら
三
三
四
度
三
二
分
五
二
秒
一
〇
四
・
一
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

コ�
の
地
点

ケ�
の
地
点
か
ら
三
三
五
度
四
二
分
五
一
秒
四
六
四
・
一
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

３

面
積

八
五
五
、
五
九
三
・
九
六
平
方
メ
ー
ト
ル

四

埋
立
地
の
用
途

製
造
業
用
地
、
道
路
用
地

青
森
県
告
示
第
二
百
三
十
九
号

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
八
戸
都
市

計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
平
成
二
十
三
年
三
月
三
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

施
行
者
の
名
称

お
い
ら
せ
町

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類

八
戸
都
市
計
画
下
水
道
事
業

(

お
い
ら
せ
町
公
共
下
水
道)

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
六
十
一
年
九
月
九
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

１

収
用
の
部
分

変
更
な
し

２

使
用
の
部
分

変
更
な
し

青
森
県
告
示
第
二
百
四
十
号

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
六
戸
都
市
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計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
平
成
二
十
三
年
三
月
三
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

施
行
者
の
名
称

六
戸
町

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類

六
戸
都
市
計
画
下
水
道
事
業

(
六
戸
町
公
共
下
水
道)

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
六
十
二
年
八
月
二
十
二
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

１

収
用
の
部
分

変
更
な
し

２

使
用
の
部
分

変
更
な
し

青
森
県
告
示
第
二
百
四
十
一
号

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
八
戸
都
市

計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
平
成
二
十
三
年
三
月
三
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

施
行
者
の
名
称

八
戸
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類

八
戸
都
市
計
画
下
水
道
事
業

(

八
戸
市
公
共
下
水
道)

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

１

収
用
の
部
分

都
市
計
画
事
業
計
画
の
変
更
認
可

(

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
六
日
青
森
県
告
示
第
百
八
十

一
号)

の
事
業
地
に
、
高
洲
二
丁
目
、
大
字
尻
内
町
字
尻
内
河
原
を
加
え
る
。

２

使
用
の
部
分

都
市
計
画
事
業
計
画
の
変
更
認
可

(

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
六
日
青
森
県
告
示
第
百
八
十

一
号)

の
事
業
地
の
う
ち
、
沼
館
四
丁
目
、
長
者
二
丁
目
、
旭
ヶ
丘
五
丁
目
、
吹
上
二
丁
目
、

吹
上
五
丁
目
、
湊
高
台
二
丁
目
、
湊
高
台
八
丁
目
、
卸
セ
ン
タ
ー
一
丁
目
、
卸
セ
ン
タ
ー
二
丁

目
、
大
字
鮫
町
字
下
盲
久
保
、
字
上
盲
久
保
、
字
上
松
苗
場
、
字
居
合
、
字
蟻
子
、
字
綣
久
保
、

字
大
開
、
字
ハ
ン
木
沢
、
字
ハ
ン
ノ
木
沢
、
字
小
長
根
、
字
福
沢
久
保
、
大
字
湊
町
字
下
河
原
、

字
ホ
ロ
キ
長
根
、
大
字
新
井
田
字
川
原
、
字
林
ノ
上
、
字
岩
淵
、
字
風
浚
、
字
鷹
待
場
、
字
中

ノ
森
、
字
木
戸
場
、
字
平
ノ
前
、
字
水
溜
、
字
鷹
清
水
、
字
寺
沢
、
字
寺
沢
下
、
字
重
地
下
、

字
西
平
、
字
石
動
木
平
、
字
長
塚
、
字
横
町
、
字
山
道
、
字
坂
、
字
石
橋
、
字
妻
ノ
神
、
字
長

宝
野
、
字
外
久
保
、
大
字
妙
字
向
野
場
、
大
字
中
居
林
字
館
越
山
、
字
平
、
字
綿
ノ
端
、
大
字

田
向
字
館
越
下
、
字
檀
ノ
平
、
字
向
平
、
字
十
二
役
、
大
字
石
手
洗
字
油
久
保
、
字
梨
子
ノ
木

平
、
大
字
糠
塚
字
前
谷
地
、
大
字
河
原
木
字
小
田
上
、
字
前
谷
地
、
字
神
才
、
大
字
長
苗
代
字

狐
田
、
字
観
音
堂
、
大
字
尻
内
町
字
表
河
原
、
字
平
中
下
、
字
家
口
田
、
大
字
市
川
町
字
尻
引

前
山
地
内
に
お
い
て
事
業
地
を
変
更
し
、
桜
ヶ
丘
一
丁
目
、
桜
ヶ
丘
二
丁
目
、
桜
ヶ
丘
三
丁
目
、

桜
ヶ
丘
四
丁
目
、
小
田
一
丁
目
、
小
田
二
丁
目
、
日
計
一
丁
目
、
日
計
二
丁
目
、
日
計
三
丁
目
、

日
計
四
丁
目
、
日
計
五
丁
目
、
八
太
郎
四
丁
目
、
大
字
鮫
町
字
古
馬
屋
、
字
山
四
郎
蒔
目
、
字

鉄
砲
平
、
大
字
新
井
田
字
八
森
平
、
字
小
久
保
尻
、
字
松
山
中
野
場
、
字
下
鷹
待
場
、
字
塩
入

下
、
字
塩
入
、
字
寺
窪
、
字
松
山
下
野
場
、
字
館
下
、
字
館
平
、
字
前
田
、
字
外
館
、
字
石
仏
、

字
市
子
林
、
字
古
戸
沢
、
字
市
子
巻
目
、
字
出
口
平
、
大
字
大
久
保
字
小
久
保
尻
、
大
字
妙
字

市
子
林
、
字
古
戸
、
字
間
山
、
字
坂
中
、
字
油
久
保
、
字
黒
ヶ
沢
、
字
東
、
字
野
場
、
字
桶
屋

平
、
大
字
中
居
林
字
彦
五
郎
、
字
雷
、
字
藤
ヶ
森
、
字
蓋
名
池
、
大
字
石
手
洗
字
泉
筋
、
字
齊

郷
、
字
京
塚
、
大
字
河
原
木
字
長
円
坊
堀
、
字
田
ノ
沢
頭
、
字
田
ノ
沢
、
字
中
崎
、
字
日
計
上
、

字
八
太
郎
山
官
地
、
大
字
長
苗
代
字
観
音
堂
、
字
幕
ノ
内
、
字
化
石
、
大
字
尻
内
町
字
平
中
、

字
尻
内
、
字
前
明
戸
、
字
前
河
原
、
字
六
百
刈
、
字
尻
細
、
字
沢
ノ
田
、
字
尻
内
河
原
を
加
え
、

大
字
河
原
木
字
谷
地
畑
、
字
高
館
前
、
字
谷
地
田
、
字
日
計
、
字
日
計
前
、
字
根
岸
を
削
る
。
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公

告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
設
立
認
証

の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
三
年
三
月
一
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
と
わ
だ

三

代
表
者
の
氏
名

佐
々
木

重
康

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

十
和
田
市
西
四
番
町
三
の
一

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
精
神
障
害
者
に
対
し
て
保
健
福
祉
・
就
労
支
援
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
地
域

社
会
福
祉
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
設
立
認
証

の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
三
年
三
月
一
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
虹
の
架
け
橋

三

代
表
者
の
氏
名

安
田

勝
位

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

三
沢
市
幸
町
一
丁
目
一
〇
の
八

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
福
祉
施
設
に
お
い
て
慰
問
に
関
す
る
事
業
を
行
う
と
と
も
に
、
老
人
ホ
ー
ム
や

障
害
者
施
設
及
び
児
童
養
護
施
設
の
入
居
者
を
地
域
と
繋
げ
る
た
め
に
、
空
き
缶
及
び
ペ
ッ
ト
ボ

ト
ル
の
キ
ャ
ッ
プ
収
集
事
業
、
各
種
祭
り
の
参
加
支
援
事
業
を
行
い
、｢

地
球
環
境
を
改
善
す
る｣

と
と
も
に

｢

生
き
甲
斐｣

を
共
に
考
え
、
行
動
し
、
楽
し
み
、
広
く
社
会
の
公
益
・
地
方
文
化
の

向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

青
森
県
の
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
計
画
の
変
更
の
公
表

海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律

(

平
成
八
年
法
律
第
七
十
七
号)

第
四
条
第
七

項
の
規
定
に
よ
り
、
青
森
県
の
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
計
画

(

平
成
二
十
二
年

十
二
月
二
十
七
日
公
表)

の
全
部
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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教

育

委

員

会

青
森
県
教
育
委
員
会
告
示
第
一
号

平
成
十
三
年
十
月
二
十
六
日
青
森
県
教
育
委
員
会
告
示
第
十
二
号

(

教
育
職
員
検
定
に
よ
る
教
科

に
関
す
る
科
目
及
び
教
職
に
関
す
る
科
目
等
の
単
位
修
得
方
法)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
十
六
日

青
森
県
教
育
委
員
会

別
表

(

十
七)

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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附
表

(

一)

及
び
附
表

(

二)

保
健
体
育
の
項
中

｢

体
育
社
会
学｣

の
下
に

｢

、
体
育
史｣

を
加

え
る
。

附
表

(

二)

中

｢

｣

を｢

｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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福
祉

社
会
福
祉
総
合
実
習
(社
会
福
祉
援
助
実
習
及
び
社
会
福
祉
施
設
等
に
お
け
る

介
護
実
習
を
含
む
｡
)

介
護
理
論
及
び
介
護
技
術

社
会
福
祉
援
助
技
術

高
齢
者
福
祉
､
児
童
福
祉
及
び
障
害
者
福
祉

社
会
福
祉
学
(職
業
指
導
を
含
む
｡
)

福
祉

加
齢
及
び
障
害
に
関
す
る
理
解

人
体
構
造
及
び
日
常
生
活
行
動
に
関
す
る
理
解

社
会
福
祉
総
合
実
習
(社
会
福
祉
援
助
実
習
及
び
社
会
福
祉
施
設
等
に
お
け
る

介
護
実
習
を
含
む
｡
)

介
護
理
論
及
び
介
護
技
術

社
会
福
祉
援
助
技
術

高
齢
者
福
祉
､
児
童
福
祉
及
び
障
害
者
福
祉

社
会
福
祉
学
(職
業
指
導
を
含
む
｡
)
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(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


